
地域の景観づくりを
⽀援します︕

地域住⺠や企業等の⺠間団体のみなさまへ

申し込み
随時受付中

無料

住⺠の勉強会へ
専⾨家の先⽣に参加して
もらえないかな︖

緑化活動をしたいけど、
草花の選び⽅や植え⽅は
これでいいのかな︖

地域で景観づくりを
学びたい︕

詳細は裏⾯をご覧ください︕

景観に関するお困りごとに対して、
専⾨家（景観アドバイザー）を派遣して⽀援します︕



利用できる方 自治会、老人クラブ、商店会、企業及び学校並びに住民の有志等
で、構成員は５人以上

費用等 アドバイザー派遣に要する費用のうち、アドバイザーの旅費、報償
費を県が負担します。

その他、会場の手配、備品の用意（配布資料、パソコン、プロジェ
クター等）等は申込者にて対応してください。

対象となる事業 景観形成に関する勉強会、景観行政を担う市町村職員及び地域
の景観活動に携わる人材の育成、その他の良好な景観形成に資
する事業又は活動

派遣できる
アドバイザー

景観、建築、まちづくり、造園、色彩等に関し専門的知識を有する
者で、名簿に記載がある者

申込み方法 ①電話等によるご相談の上、様式第１号に必要事項を記載し、景
観室へ提出（下記利用手順参考）

【問い合わせ先】⼭梨県県⼟整備部 都市計画課 景観まちづくり室 景観づくり担当
〒400-8501 ⼭梨県甲府市丸の内1-6-1
TEL︓055-223-1325（平⽇8:30〜17:15）MAIL︓kendosui@pref.yamanashi.lg.jp

山梨県 景観アドバイザー

◇URL https://www.pref.yamanashi.jp/kendosui/kokyo_shishin.html

◇検索 ◇２次元コード

制度の詳細や手続き等はこちら

アドバイザー制度の利用手順

民間団体
（地域住民や企業等の団体）

事務局
（山梨県県土整備部
景観まちづくり室）

景観アドバイザー
（景観、まちづくり、造園等に関し

専門的知識を有する者）

①相談
＆申し込み

（様式第１号）③派遣決定
（様式第３号）

②業務提供依頼

④助言 ⑤実績報告
（様式第４号）

民間団体の皆様が行う景観形成に関する勉強会、景観形成に資する事業又は活動
を支援することを目的に、景観アドバイザーを派遣します。

山梨県景観アドバイザー制度の概要


